
■主なお取扱い

■主な特徴
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一時払終身保険一時払終身保険一時払終身保険

この資料は、保険商品の概要を説明した「商品概要書」です。ご検討にあたっては、「契約概要／注意喚起情報 兼 商品パンフレット」
「ご契約のしおり－定款・約款」「ご提案内容説明書（設計書）」を必ずご確認ください。詳細は、みずほ銀行までお気軽にご相談ください。

5年ごと利差配当付終身保険（一時払い）
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契約年齢 49歳以下：10年間
契約年齢 50歳以上：5年間

第1保険期間満了後に死亡保障額が増加し、一生涯保障されます。

第1保険期間 第2保険期間（第1保険期間満了日の翌日以後終身）

しくみ図（イメージ）

契約年齢等によっては第１保険期間中に解約返戻金額が一時払保険料相当額に達すること
がありますが、第１保険期間中の解約返戻金額は一時払保険料相当額が上限となります。

ご契約後一定期間は解約返戻金額が一時払保険料を下回ります。

死亡給付金額、（災害）死亡保険金額、解約返戻金額は
円建てでご契約時に確定します。

第１保険期間（＊2）の死亡給付金額を一時払保険料相当額に抑えることで
第２保険期間の死亡保険金額を大きくしています。

将来の終身保障の全部または一部にかえて、解約返戻金をお受け取りいただき、
ご自身で使うこともできます。

特 徴

特 徴

特 徴

（＊1）金利情勢によっては、お取り扱いできない年齢があります。
（＊2）ご契約年齢により異なります。　契約年齢 49歳以下：10年間　契約年齢 50歳以上：5年間
（＊3）契約年齢は契約日時点の被保険者の満年齢で計算します。
（＊4）同一の被保険者がすでに住友生命の商品に加入済の場合は、記載の金額までご加入いただけないことがあります。

保険金建て：万円単位    保険料建て：万円単位職業のみの告知

あり

100万円

最高一時払保険料 7000万円 3億円
被保険者契約年齢 15歳～49歳 50歳～90歳（＊1）

契約年齢範囲（＊3）

保険期間

保険料払込方法

最低一時払保険料

最高一時払保険料（＊4）

取扱単位

年金支払移行特約・ご家族登録サービス・保険契約者代理特約付加できる特約等

告知

解約返戻金

15歳～90歳（＊1）

終身

一時払いのみ

職業のみの告知で15歳～90歳（＊1）の方がお申し込みいただけます。



■ 商品の概要

●本商品は、みずほ銀行を募集代理店とする住友生命の商品であり、契約の主体はお客さまと住友生命になります。
●本商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険であり、預金、投資信託、金融債とは異なります。したがって、預金保険機構の
保護の対象ではありません（預金保険法第53条に規定する保険金支払の対象となりません）。

●ご契約後一定期間は解約返戻金額が一時払保険料を下回ります（解約返戻金額が一時払保険料を下回る期間は、ご契約時に適用
される予定利率等により異なります）。
●生命保険は預貯金等とは異なり、お払い込みいただいた保険料の一部が給付金・保険金・年金等のお支払い、ご契約の締結や維持に
必要な費用などにあてられます。これらの費用は、保険種類・契約年齢・性別・経過年数などによって異なるため一律の算出方法を
記載することができません。

■ご留意事項
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［引受保険会社］［募集代理店］

この商品は住友生命を引受保険会社とする生命保険です。預金とは異なり、元本保証はありません。

●金利情勢に応じて毎月1日に設定し、月末まで適用されます。
●したがって、お申込み月の月末までに保険料のお払込みと告知をいただけない場合、ご契約時の予定利率はお申込み時の予定利
率と変わることがあります。

○ご契約時の予定利率について
■この保険のご検討にあたってご確認いただきたい事項
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被保険者が第1保険期間中に、次のいずれかに該当したとき
１．責任開始期以後に発生した不慮の事故による傷害を直
接の原因として、その事故の日から起算して180日以内
に死亡されたとき

２．責任開始期以後に発病した所定の感染症（＊）を直接の
原因として死亡されたとき

被保険者が第1保険期間中に死亡されたとき
ただし、災害死亡保険金が支払われる場合を除きます

被保険者が第2保険期間中に死亡されたとき

（＊）コレラ、腸チフス、細菌性赤痢など、約款所定の感染症です。

●この保険は、高度障害状態になられた場合のお支払いはありません。
●第2保険期間中は、災害による死亡の場合にも死亡保険金をお支払いします。
●死亡保険金等について、告知義務違反によりご契約が解除となった場合、死亡保険金受取人の故意による場合および
責任開始日から起算して3年以内の自殺による場合等、お支払いできないことがあります。

適用される予定利率が変わる場合、死亡保険金額、解約返戻金額等も変わります。また、金利情勢によっては、新規ご契約のお取扱いが
できないこともあります。


